
１．基本事項

三田福祉ホーム 評価対象年度

・事業者名　社会福祉法人ともかわさき
・代表者名　理事長　鹿嶌　勝美
・住所　　　　川崎市川崎区渡田１－１５－５

評価者

　平成２３年４月１日～平成２８年３月３１日 所管課

２．事業実績

３．評価　（評価段階：5～1,標準：3,加点割合：5→100%,4→80%,3→60%,2→40%,1→0%)

分類 項目 配点 評価段階 評価点

サ
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的
な
運
営
状
況

（評価の理由）
・利用者の生活支援として、個別面接を実施して支援計画を作成し、関係機関とのケア会議を実施するなど、連携を密に行い、利用者の福祉
と生活の向上を図っている。また、福祉関係機関に加え、利用者の勤務先や通院先とも連携し、就労の継続及び生活の安定に向けた支援や
地域生活への移行を適切に行っている。

3

5 3 3

5 3

基本協定に規定する業務の範囲を適切に実施しているか

施設名称

事業者名

指定期間

収
支
状
況

サービス向上の取組

利用実績

収支実績

収入状況

利用者への支援

適切な会計手続

意見・要望の収集方法を確立しているか

3

3

3 610

5 4

（評価の理由）
・経費は概ね予算どおりに執行されている。

5 3

4

利用者への支援を適時かつ十分に行っているか

計画通りの収入が得られているか

指定管理施設としての事業目的を達成することができたか

着眼点

　定員10名／利用者9名

　利用者の日中生活状況を把握するための職場訪問や、福祉的就労利用者の個別支援面談への同席など、
関係者との連携を密にとっている。また、職員の資質向上のため、障害者の権利擁護に重点を置いた研修を
実施している。

利用者の障害特性に応じた個別支援等を実施しているか

8

3 6

計画に基づく適正な支出が行われているか

平成２５年度

課長

健康福祉局障害保健福祉部
障害福祉課

利用者に対する支援を着実に実施しているか

10 4

サービス向上に向けた取組みがなされているか

現状分析、課題把握等を常に行っているか

利用者からの要望や意見に対して、迅速かつ適切に対応しているか

指定管理者制度活用事業　評価シート

事業成果

支出状況 5 3

（評価の理由）
・就労はしているが、１人暮らしには不安がある障害者に対して「住居の提供」と「地域において自立した日常生活又は社会生活を営むための
便宜」を図っており、概ね計画通りの運営が実施されている。
・利用者への支援にあたっては利用者一人ひとりの人権を尊重し、個々の障害特性に配慮した支援を行っている点は評価できる。

10

適切なサービス
の提供

支出に見合う効果等が図られているか

会計基準に基づく会計処理がなされているか

事業収支に関して適正な会計処理が為されているか

提供すべきサービスが仕様書や実施計画等に基づいて適切に提供されたか

条例に基づく利用料等を適切に徴収しているか

利用者の意見・
要望への対応

サービス向上へ
の取組み

収入 支出 収支差額
利用料 2,793,503円 人件費 13,816,606円
指定管理委託料 13,799,000円 事務費 688,021円
雑収入等 369,466円 事業費 3,544,810円
合計 16,961,969円 合計 18,049,437円

-1,087,468円



適正な人員配置

連絡・連携体制

担当者のスキル
アップ

5 3 3

コンプライアンス 5 3 3

職員の労働条
件・労働環境

5 3 3

施設・設備の保
守管理

5 3 3

管理記録の整
備・保管

5 3 3

清掃業務

警備業務

備品管理 5 3 3

４．総合評価

64 評価ランク

評価点合計：100点満点,標準点:60点
評価ランク：A～E,標準:：Ｃ,A→80点以上,B→70点以上80点未満,C→60点以上70点未満,D→50点以上60点未満,E→50点未満
A→特に優れている,B→優れている,C→適正である,D→改善が必要である,E→問題があり適切な措置を講じる必要がある。

５．事業執行（管理運営）に対する全体的な評価

６．来年度の事業執行（管理運営）に対する指導事項等

適
正
な
業
務
実
施

組
織
管
理
体
制

評価点合計 C

（評価の理由）
・基本法令に基づき、消防用設備の保守点検や調理従事者の検便を実施している。
・専門業務は外部に委託するなど、効果的な施設の管理運営を実施している。

所管課との連絡・連携が十分に図られているか

緊急時の連絡体制を構築しているか

安全な利用に支障をきたすことのないよう、施設・設備の保守点検や整備等を適切
に実施しているか

設備・備品の整備や整頓、利用者が使用する消耗品等の補充が適切に行われて
いるか

必要な人員が必要な場所に適切に配置されているか

5 4

（評価の理由）
・人員配置については、サービス管理責任者の有資格者を１名雇用しており、生活支援を実施するにあたり、必要な能力を有している者を適
切に配置している。
・法人職員の全体研修などの機会を捉えて参加し、職員の資質向上に努めている。
・予防接種の奨励を行うなど、利用者の健康管理を適切に実施している。
・災害時の備品確認や避難経路、避難場所について、個々に伝わるよう説明を実施している。

業務知識や安全管理、法令遵守に関する研修等が行われているか

安全・安心への
取組

4

5 3

事故、犯罪、災害等から利用者を守ることができる適切な安全管理体制となってい
るか（人員配置、マニュアル、訓練等）

3

スタッフが業務を適正に実施するための、適切な労働条件や労働環境が整備され
ているか

法令遵守のルール（規則・マニュアル等）と管理・監督体制が整備され、適切な運
用が為されているか

3
施設内及び敷地内の警備が適切に行われ、事件・事故・犯罪等の未然防止に役
立っているか

5

業務日誌・点検記録・修繕履歴等が適切に整備・保管されているか

施設内及び外構の清掃が適切に行われ、清潔な美観と快適に利用できる環境を
維持しているか

3

・利用者との良好な関係が構築できており、状況の変化に応じたきめ細かな対応を行うことで、就労の継続及び生活の安定に向けた支
援や地域生活への移行を行っている点は評価できる。
・個別の利用者の障害特性を把握し、場面に応じた配慮を図っている。
・一般就労を継続できるよう、日常から利用者の職場との連携を密にするなどの支援方法も実施しており、日常生活支援の向上を図って
いる。

・引き続き、利用者との良好な関係を構築し、安定した施設運営及び取り組みを実施すること。
・「福祉ホーム」は、障害者総合支援法に基づく共同生活援助（グループホーム）と、単身生活との中間に位置づけられる、市内唯一の
生活支援施設である。近年、利用者の高齢化もあり、一般就労から福祉施設への移行者もいるため、一般就労を継続できるよう留意す
るとともに、本人の意思決定を尊重しながら、地域移行も視野に入れて支援を検討すること。
・バランスのとれた食事の提供など、利用者の健康管理に配慮すること。
・平成２５年度は退去者が１名出たため、入居審査会を適正に開催し、必要な人が公平に施設を利用できるよう配慮すること。
・施設の適正な維持管理のため、定期的な点検を行い、軽易な修繕や備品の購入を計画的に行うこと。


